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はじめに 

＜本マニュアルの位置づけ＞ 

「グリーンイノベーション基金事業」を実施するに当たって、従前通り、委託事業

では「委託業務事務処理マニュアル」、助成事業では「課題設定型産業技術開発費助成

事業事務処理マニュアル」を適用します。 

しかしながら、グリーンイノベーション基金事業特有の取扱いなどがありますので、

本マニュアルは、当該取扱いについて補足説明を行うものです。 

具体的には、経済産業省が定めた「グリーンイノベーション基金事業の基本方針」

を踏まえ、委託事業では業務委託契約約款に付帯する「グリーンイノベーション基金

事業に関する特別約款」及び調査委託契約約款に付帯する「グリーンイノベーション

基金調査事業（基金設置法人が実施する業務関連）に関する特別約款」を、助成事業

では「グリーンイノベーション基金事業費助成金交付規程」をそれぞれ定めており、

これらの規程等の内容を説明するものです。 

なお、「委託業務事務処理マニュアル」や「課題設定型産業技術開発費助成事業事務

処理マニュアル」と類似の記載内容がある場合には、本マニュアルの記載が優先され

ますので、ご注意ください。 

本マニュアルは、必要に応じて内容を更新しますので、必ず最新版を参照願います。 

 

【参考】 

 ①委託業務事務処理マニュアル 

  https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html 

 ②課題設定型産業技術開発費助成事業事務処理マニュアル 

  https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/hojo_josei_manual_manual.html 

 ③グリーンイノベーション基金事業 委託・助成事業の手続 

  https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/ZZRM_100001_00029.html 

 ④グリーンイノベーション基金事業の基本方針（経済産業省） 

  https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/gifund/index.html 

【略称】 
約：グリーンイノベーション基金事業に関する特別約款 

大：グリーンイノベーション基金事業に関する特別約款（大学・国立研究開発法人等用） 

調：グリーンイノベーション基金調査事業（基金設置法人が実施する業務関連）に関する特別約款 

交：グリーンイノベーション基金事業費助成金交付規程 

 

※本マニュアル中、例えば「約 9、交 9-1-34」との記載は、「グリーンイノベーション基金事業に関する特別約款

第 9 条、グリーンイノベーション基金事業費助成金交付規程第 9 条第 1 項第 34 号」関係の事項という意味で

す。  

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html
https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/hojo_josei_manual_manual.html
https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/ZZRM_100001_00029.html
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/gifund/index.html
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＜対象となる項目一覧＞ 

 

 研究開発委託 助成 
調査委託 

企業等 大学・国研等 企業等 大学・国研等 

Ⅰ－１ ● ● ● ●  

Ⅰ－２ ● ● ● ● ● 

Ⅰ－３ ● ● ● ● ● 

Ⅰ－４ ● ● ● ●  

Ⅰ－５ ●  ●   

Ⅰ－６ ● ● ● ● ● 

Ⅱ－１ ●  ●   

Ⅱ－２ ●  ●   

Ⅱ－３ ●  ●   

Ⅲ－１ ●     

Ⅲ－２ ● ●    

Ⅳ－１ ● ● ● ●  

Ⅳ－２   ● ●  

Ⅴ     ● 

Ⅵ－１     ● 

Ⅵ―２     ● 

Ⅵ－３     ● 
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＜主な変更点＞ 

 

2023年 6月 15日付 

対象項目（対象頁） 変更内容 

全体 ・項目立てを見直し、分かりやすさを改善するため体裁等を見直し

ました。 

Ⅰ－１．複数年度契約・交付

の実施（P.5） 

・項目を追加しました。 

Ⅰ－４．経理責任者による適

切な経費の使用の確認（P.8） 

・（２）において、業務実施者の選任にあたっての留意事項を「業務

実施者の選定について」として整理しました。 

・（２）において、「経理責任者及び業務実施者の研究体制表への登

録方法」を追加しました。 

・（４）において、経理責任者及び業務実施者について、時間単価計

上による労務費計上を行う場合の取扱いを追加しました。また、

再委託先等の検査に要する労務費及び旅費等の取扱いを追加しま

した。 

・（５）において、「誓約事項３．において経理責任者及び業務実施

者に求めている NEDOへの上期及び当該年度の執行額の報告」の具

体的な方法を追加しました。 

Ⅰ－６．概算払・精算払

（P.14） 

・項目を追加しました。 

Ⅱ－１．プロジェクトのモニ

タリング（取組状況の確認等）

（P.15） 

・項目の名称を見直し、NEDO 委員会や経産省 WG におけるモニタリ

ング、ステージゲート審査等の具体的な進め方等について追加し

ました。 

Ⅲ－１．委託事業における取

得財産の取扱い（P.33） 

・項目を追加しました。 

Ⅳ－２．事業化状況報告書の

提出、収益納付（P.35） 

・項目を追加しました。 

Ⅴ．研究開発事業と共通する

事項（P.36） 

・項目を追加しました。 
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【研究開発事業】 

Ⅰ．契約／交付・検査・支払 

Ⅰ－１．複数年度契約・交付の実施 

（１）本事業では、「研究開発・社会実装計画」に定める事業期間内で、計画に沿った節目（ス

テージゲートのタイミング）の年数に応じて、複数年度契約・交付を行います。実施計

画を作成する際には、ステージゲート想定時期を明記し、ステージゲート時点の目標

だけでなく、最終目標（例えば、最長 10年間の事業であれば 10年目の終了時の目標）

を明記してください。 

 

（２）助成事業の交付申請書（様式第 1）添付資料 2「事業戦略ビジョン」（Word 形式）は、

事業戦略ビジョン（PowerPoint 形式）と内容の相違がないように作成してください。

事業戦略ビジョン（PowerPoint形式）の該当スライドを図として活用いただいて構い

ませんが、必ず指定の Word形式で作成いただき、交付申請書に添付してください。 

 

（３）ステージゲート審査の結果、事業継続が決定した際には、実施計画変更及び変更契約

の締結／交付決定（変更）の手続により事業期間の延長を行います。なお、助成事業に

おいて助成率が逓減する節目においては、事業期間の延長ではなく新規交付決定とな

りますので、実施計画変更申請書ではなく、交付申請書を提出してください。 

 

（４）NEDOが計上を認める経費は、契約書・交付決定通知書に定める委託・助成期間中に発

注した経費です。このため、事業期間の延長等が完了していない時点で、ステージゲ

ート後の実施計画に基づく発注はできません。ただし、計画遂行に著しく影響を及ぼ

す等の特別な事情がある場合には、プロジェクト担当部までご相談ください。 

 

（５）委託事業では業務委託契約約款を適用する企業等に対して、グリーンイノベーション

基金事業に関する特別約款を適用するため、契約書第 4 条第 2 項にその旨記載した上

で契約締結しますが、公益法人との契約など、コミットメントを高める仕組みを導入

しない場合には、契約書に下図のとおり適用しない規定を併記します。なお、本ケー

スに該当するか分からない場合には、プロジェクト担当部までご確認ください。 
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「グリーンイノベーション基金事業に関する特別約款」の適用事業者で、コミットメント

を高める仕組みを導入しない場合の契約書記載方法 

 

本ケースに該当する場合、以下のとおり記載いたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「甲」という。）と□□□□□（以下

「乙」という。）とは、次のとおり委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

（略） 

（委託業務の実施） 

第４条  乙は、法令及び本契約書に定めるもののほか、甲が定めた約款及び約款に附帯される特別約款

（以下「約款」という。）に定めるところに従って委託業務を実施しなければならない。 

２  前項の規定による約款は次のとおりとする。ただし、業務委託契約約款第２７条第２項及び第３項

並びにグリーンイノベーション基金事業に関する特別約款第３条及び第４条は適用しない。 

  業務委託契約約款 

  グリーンイノベーション基金事業に関する特別約款 

（略）  
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Ⅰ－２．経済産業省等への情報提供、検査等の立ち合い 

＜約 9、大 6、交 9-1-34＞ 

 本事業は、経済産業省産業構造審議会のグリーンイノベーションプロジェクト部会（以下「部

会」という。）の下に設置される分野別ワーキンググループ（以下「WG」という。）が各プロジェ

クトの取組状況の確認・評価を行うことや、担当省庁がプロジェクト毎の「研究開発・社会実装

計画」を策定することなど、各関係機関との協力関係が必要不可欠なものとなっています。 

このため、NEDO がプロジェクトに関して知り得た一切の情報について、必要に応じて担当省

庁に対し情報提供を行います。提供する情報としては、例えば、公募時の提案書、実施計画書（交

付申請書）、マネジメントシート、社会実装計画などになります。また、NEDOが実施する各種検

査や現地調査において、必要に応じて、経済産業省職員が立ち会う場合があります。 

 

 

グリーンイノベーション基金事業の基本方針（概要）から抜粋 

（出典）https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210312003/20210312003-2.pdf  

 

https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210312003/20210312003-2.pdf
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Ⅰ－３．契約の相手方の制限  

＜約 2、大 2、交 27＞ 

（１）本事業では、委託事業における委託先、再委託先及び共同実施先、並びに助成事業に

おける助成先、委託先及び共同研究先は、経済産業省から補助金交付等停止措置又は

指名停止措置が講じられている事業者と契約（売買、請負その他の契約であり契約金

額１００万円未満のものを除く。）することはできません。これは、再委託先などの外

注先の更に先の外注先など、契約関係が続く限りにおいて、その制限がかかるため、

契約先の事業者に対しても周知徹底をお願いします。なお、NEDO業務の遂行上、当該

事業者との契約が必要不可欠な場合には、プロジェクト担当部にご相談ください。 

 

  【参考】補助金交付等停止及び契約に係る指名停止中の事業者一覧 

     https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html 

 

（２）経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契

約の相手方としたことが判明し、特段の事情が認められない場合、NEDOは委託事業者

及び助成事業者に対して、当該契約に係る経費を否認するなど必要な措置を講じるこ

とになります。 

 

Ⅰ－４．経理責任者による適切な経費の使用の確認 

＜約 7、大 4、交 9-1-36＞ 

（１）本事業は、大規模かつ、技術開発から将来の社会実装の実現までを目指す長期的な事

業であることに鑑み、事業者において適切な経費の使用を継続的かつ着実に行ってい

ただくことが必要です。また、従前において、検査日前後に集中していた事業者の検

査対応に係る業務負荷を、事業者内で帳簿や書類（帳簿等）の確認を定期的に行って

いただくことで、負荷平準化の一助となる試みを行うこととします。 

 

（２）このため、実施計画書に記載された経理責任者（業務管理者/主任研究者との兼任は不

可）を中心として、経理責任者が研究実施場所ごとに選任した｢業務実施者｣と共に、

当該事業に係る経費の使用状況の適切性などを確認していただきます。（この確認は、

監査法人による監査や、内部監査の一環として取り組んでいただくことも可能です。）

なお、当面の間、従来どおり、NEDO 職員による帳票類の確認を含む検査を行います。 

https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html
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業務実施者の選任について 

 選任にあたっては、次の事項にご留意ください。 

 

・業務管理者／主任研究者、研究員及び研究補助員など、委託／助成事業に直接

関与する者との兼務は不可。 

・研究員及び研究補助員から指導、監督、監査等を受ける立場にある者を選任す

ることは不可。 

・派遣契約者や出向契約者を雇用して選任することは可。 

・原則、経理責任者と業務実施者の兼任は不可。ただし、特別約款／交付規程の

誓約事項を遵守できることを前提に、個別事業者の事情を踏まえ兼任を認めて

いるため、やむを得ない事情があればプロジェクト担当部までご相談くださ

い。 

・原則、業務実施者は研究実施場所ごとに選任が必要。ただし、体制上選任が難

しい等の事情がある場合にはこの限りではありませんので、プロジェクト担当

部までご相談ください。 

・再委託先等においても業務実施者の選任が必要。 

経理責任者及び業務実施者の「研究体制表」（Excel）への登録方法 

システム上の制約があることから、次のとおりご対応をお願いします。 

 

（ア）経理責任者 

労務費を計上する場合は、「登録研究員」としても登録し、計上区分（◆又は

□）を選択してください。その際、「主な担当事業内容」に「経理責任者とし

て従事」と記載してください。 

（イ）業務実施者 

 労務費の計上有無に関係なく、「登録研究員」として登録してください。その

際、「主な担当事業内容」に「業務実施者として従事」と記載してください。 
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（３）経理責任者は誓約事項を遵守してください。また、下述の参考例を参照し、適切な経

費の使用を確認するために実施する内容に関して年間の業務スケジュールを計画する

ことで、誓約事項に記載する全ての業務を実施してください。なお、年間業務スケジ

ュール等の NEDOへの提出は不要です。 

 

  

参考例 

経理責任者による適切な経費の使用の確認内容及びスケジュール（委託事業の場合） 

 

 ①実施内容 

a.NEDOへ執行額の報告：上半期実績を１1月末、当該年度の実績を実績報告書により報告

する 

b.帳簿等の確認：前２カ月分の帳簿等を定期的に確認し、２,３月のみ当月分を当月末に確

認する 

c.事務処理マニュアル、内規との整合を確認：４月及び１０月にマニュアル等との整合を

確認する 

d.取得財産確認：４半期毎に納品された取得財産の設置、運転及び操作状況、標示票添付

を確認する 

e.情報管理体制確認：４月及び１０月に情報管理体制を確認する 

f.再委託先の検査：１２月及び３月中旬に再委託先の検査を実施する 

 

 ②年間スケジュール 

 実施内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

a.NEDOへ執行額の報告 

b.帳簿等の確認（２カ月/回、

２,３月のみ当月末に確認） 

c.事務処理マニュアル、内

規との整合を確認（２回/年） 

d.取得財産確認（４半期/回） 

e.情報管理体制確認（２回/年） 

f.再委託先の検査（２回/年） 

            

 

 

 

  

前年度実績報告書 
の提出(5月末) 

上期実績報告の提出(11月末)■ 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● ● 

● ● ● ● 

● ● 

■NEDOへの報告時期 ●実施時期 

■ 
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（４）経理責任者及び業務実施者（以下「経理責任者等」という。）は、NEDO事業における経

費の計上、帳簿等の確認等について、以下の関連マニュアル及び研修資料を確認した

上で、確認作業を行ってください。このため、経理責任者等が事業者内の帳簿確認等

に要する労務費及び旅費等の計上を可能とします。具体的には、次の業務に係る経費

計上が可能です。 

（ア）従事日誌等の確認を実施するために必要な作業 

（イ）契約（交付）及び経費計上のための研修受講・マニュアル確認 

（ウ）取得財産の管理状況等の確認 

（エ）登録研究員へのヒアリング 等 

 

経理責任者等の労務費及び旅費等の計上に当たっては、委託業務事務処理マニュア

ル及び課題設定型産業技術開発費助成事業事務処理マニュアルにおける「登録研究員」

と同様の扱いになりますので、当該マニュアルに従ってください。なお、当該マニュ

アルに従い、再委託先等の検査に要する労務費は計上不可となりますのでご注意くだ

さい。 

 

帳簿及び従事日誌等の確認作業は定期的に実施され、研修受講・マニュアル確認は

日常的に実施されることが想定されるため、事務処理負担を軽減する観点から、経理

責任者等を「エフォート専従者」として登録する場合には、従事月報は年度中の実施

内容を纏めて「年報」として記載（月報の様式を使って 1 年分の内容を 1 枚に纏めて

記載）いただいて結構です。また、時間単価適用で経理責任者等の労務費を計上する

場合には従事日誌の作成が必要となりますが、経理責任者等の従事日誌又は従事月報・

年報については、業務管理者／主任研究者が確認してください。  

関連マニュアル  

・委託業務事務処理マニュアル 

委託業務事務処理マニュアル(大学・国立研究開発法人等用) 

 https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html 

課題設定型産業技術開発費助成事業事務処理マニュアル 

    https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/hojo_josei_manual_manual.html 

・委託契約等検査マニュアル 

NEDO委託業務 経費計上の手引き 

委託／補助・助成業務 Q＆A 

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html 

研修資料  

・NEDO事業者説明会（新規／検査） 

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/shiryou.html 

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html
https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/hojo_josei_manual_manual.html
https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html
https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/shiryou.html
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（５）誓約事項３．において経理責任者等に求めている NEDOへの上期及び当該年度の執行額

の報告は、次の方法で行ってください。 

 

（ア）上期執行額の報告（４月～９月分） 

期日 当該年度の１１月末まで 

提出物 経費発生調書、労務費積算書及び月別項目別明細表の３点 

提出方法 プロジェクト担当部に対して、メール等で提出する。 

※PMSの情報共有機能（Fleekdrive）を利用する場合には、「その他」フォルダをご

利用ください。 

 

（イ）当該年度の執行額の報告（４月～翌３月分） 

■委託事業の場合 

NEDO プロジェクトマネジメントシステム（PMS）で（中間）実績報告書を提出する

際、各資料を次のとおり添付し提出してください。 

経費発生調書 PMS操作マニュアルに従い、報告書に添付。 

労務費積算書 報告書提出画面の「委託使用状況」欄にファイル毎にアップ

ロードして添付。 

月別項目別明細表 報告書提出画面の「委託使用状況」欄にファイル毎にアップ

ロードして添付。 

▼「委託使用状況」欄の画面イメージ 
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■助成事業の場合 

NEDO プロジェクトマネジメントシステム（PMS）で（中間）実績報告書を提出する

際、各資料を次のとおり添付し提出してください。 

経費発生調書 PMS操作マニュアルに従い、報告書に添付。 

労務費積算書 報告書提出画面の「添付ファイル」欄にファイルをアップロ

ードして添付。 

月別項目別明細書 PMS操作マニュアルに従い、報告書に添付。 

 

 

（※）助成事業においては、「機構が所有する取得財産」を「処分を制限された取得財産

等」と読み替えてご対応ください。  

経理責任者に遵守が求められる誓約事項（特別約款・交付規程より抜粋） 
 

１．経理責任者は委託業務（助成事業）に実質的に関与しない者とし、委託業務（助成事業）

の実施に要する経費の適切な使用について、事業者内で責任を負うこと。また、監査法

人による監査、内部監査の監査項目として掲げることも含め、本委託業務（助成事業）

を監査することで適切性を担保すること。 

 

２．経理責任者は、実施計画書（交付申請書）に記載する適正な経費の使用の確認を行うた

めに、業務実施者を選任し必要な体制整備を図ること。なお、登録研究員及び研究補助

員（以下「登録研究員等」という。）など委託業務（助成事業）に実質的に関与する者

並びに登録研究員等が指導、監督、監査等を行う者を業務実施者に選任しないこと。 

 

３．経理責任者及び業務実施者（以下「経理責任者等」という。）は、事業者内で保管され

た委託業務（助成事業）の実施に要する経費に関する専用の帳簿、支出内容を証明又は

説明する書類、従事日誌・月報を定期的に確認し、上期４～９月分の執行額（提出日は

11月末まで）及び当該年度の執行額（（中間）実績報告書に添付して提出）を「経費発

生調書」、「労務費積算書」及び「月別項目別明細表」により機構に報告すること。確認

においては、法令、機構との契約書、業務委託契約約款及び本特別約款（交付規程）、

実施計画書（交付申請書）、事務処理マニュアル、事業者内の内規及び購買ルール等と

照らして行うこと。 

 

４．経理責任者等は、取得財産の設置、運転及び操作状況等の確認並びに機構が所有する取

得財産（※）の標示票【事業者が大学・国研等の場合は適用しない】を確認すること。 

 

５．経理責任者等は、「NEDO事業遂行上に係る情報管理体制等の確認票」により情報管理体

制の整備状況を確認すること。なお、情報管理体制等に変更が生じた場合は、機構に整

備状況を報告すること【委託事業のみ】。 

 

６．経理責任者は、再委託先（委託先）及び共同実施先（共同研究先）の経理責任者に対し

て、本誓約事項を遵守することを誓約させること。 
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Ⅰ－５．健保等級単価による算定が困難な場合の労務費単価 

＜約 11 積算基準，交 6-1 別記 助成対象費用＞ 

本事業において、海外の先端技術の取り込みや国際共同研究・実証を推進するなどのた

めに必要であり、健保等級単価による労務費の算定が困難な場合は、プロジェクト担当部

に相談いただいた上で、事業者において定める基準（内部規定により労務費単価を設定）

に基づき、当該労務費を算定できるものとします。例えば、海外の先端技術を取り込むな

どの目的のため海外研究者を招へいしており、当該研究者に高額な年収が設定されている

場合が該当します。 

 

Ⅰ－６．概算払・精算払 

＜約 4：(2)のみ＞ 

（１）「グリーンイノベーション基金事業」は補助金を財源としますが、「運営費交付金を財

源とする事業」の手続に準じて概算払及び精算払を実施します（NEDO中長期目標期間

の最終年度を除く）。NEDO プロジェクトマネジメントシステムから支払請求書を提出

してください。 

 

■原則として、年間４回の概算払を実施します。概算払時期は NEDO HPをご確認ください。 

 （委託事業）https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/gaisan.html 

 （助成事業）https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/hojo_josei_gaisan.html 

■手続の詳細は「委託業務事務処理マニュアル」及び「課題設定型産業技術開発費助成事

業事務処理マニュアル」の「運営費交付金を財源とする事業」の該当箇所をご確認くださ

い。 

 

（２）委託事業のうち、グリーンイノベーション基金事業に関する特別約款第 4 条を適用し

ている企業等においては、各年度の「概算払上限額」は、当該年度限度額（実績額がそ

の限度額を下回る場合には実績額）から、その額に研究開発・社会実装計画に定める

インセンティブ率を乗じた金額（１円未満の端数は切捨て。）を減じた額とします。 

また、同事業者が事業終了後に精算払（インセンティブ額を含む）を NEDOに請求する

際には、NEDO HPに掲載の支払請求書（様式第 4-1）様式を使用し、メール等で支払請

求書を提出してください。なお、精算払では別紙「請求金額の内訳」の添付は不要で

す。 

【様式】グリーンイノベーション基金事業 委託・助成事業の手続 

 様式第 4-1 支払請求書（グリーンイノベーション基金事業用） 

 https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/ZZRM_100001_00029.html 

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/gaisan.html
https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/hojo_josei_gaisan.html
https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/ZZRM_100001_00029.html
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Ⅱ．成果最大化に向けた仕組み 

Ⅱ－１．プロジェクトのモニタリング（取組状況の確認等） 

＜約 1-1、1-2、交 9-1-22、9-1-23＞ 

（１）モニタリングの全体像 

長期にわたる本事業を適切に実施するため、技術面・事業面・経営面から取組状況の定期

的なモニタリングを実施します。 

具体的には、NEDO に設置する技術・社会実装推進委員会（以下「NEDO 委員会」という。）

において技術面・事業面での進捗や課題を聴取し、助言を行うとともに、経産省 WGにおいて

経営面から主要な実施企業等1のコミットメントの確認を行います。 

 

○NEDO委員会におけるモニタリング 

目 的： 技術面・事業面での進捗状況の確認 

概 要： 実施企業等からの説明を通じて進捗や課題を聴取し、NEDOが委嘱した専門

家から取組の更なる進展や課題の解消に必要な助言を行います。 

（別途、ステージゲート審査も実施します。） 

対 象： 全ての実施企業等 

時 期： 年に数回程度 

 

○経産省 WGにおけるモニタリング 

目 的： 経営面から主要な実施企業等のコミットメントの確認 

概 要： 実施企業等の代表権を有する経営者（単独応募の研究機関等の代表者を含

む）と経産省 WGの委員との対話により、プロジェクトの取組状況や今後の

展望、事業推進体制における工夫等を確認・評価します。また、必要に応じ

中止・縮小・加速・拡充等を含む助言や改善点の指摘等を行います。 

対 象： 主要な実施企業等（書面確認は全ての実施企業等を対象に実施） 

時 期： 年に１回程度 

  

 
1 GI基金事業の主たる実施者である企業に加えて、大学、研究機関、技術研究組合等を含む。 
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＜本事業におけるモニタリングの体系図＞ 

 

 

 

（２）NEDO委員会によるモニタリング 

実施企業等の取組状況について技術面・事業面からモニタリングを行うため、プロジェク

トごとに NEDO委員会を定期的に開催します。 

NEDO委員会では、実施企業等から事業戦略ビジョン2を用いて進捗や課題等を説明し、NEDO

が委嘱する専門家が技術面・事業面のモニタリング項目に基づく取組状況の確認、取組の更

なる進展や課題の解消に必要な助言を行います。 

 

○開催時期 

年に数回開催します。具体的な時期は、当該プロジェクト全体の進捗状況等を勘案し、

NEDOが指定します3。 

 

○開催形式 

主に委員会形式（オンライン開催含む）で開催しますが、進捗状況等に応じて実施企業

等の研究開発現場を訪問するサイトビジット形式又は書面形式で実施する場合もあります。

なお、NEDO委員会は非公開で実施します。 

 
2 事業戦略ビジョンとは別に進捗状況等が確認できる資料を用いる場合があります。 

3 個別の開催時期については NEDOから日程調整の連絡を行います。 
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○対象企業等・出席者 

NEDO委員会のモニタリングは、原則、事業戦略ビジョンを作成している全ての実施企業

等を対象にコンソーシアム単位で実施します。事業戦略ビジョンを作成していない再委託

先等4は対象外です。 

実施企業等からの出席者の役職指定はありませんが、技術面・事業面から取組内容に関

して適切な議論ができる方5の対応をお願いします。 

 

【NEDO委員会までの流れ（委員会形式の場合の例6）】 

 

 

①事業戦略ビジョンの更新 

NEDO委員会によるモニタリングでは、事業戦略ビジョンを用いて技術面・事業面の確

認を行います。NEDOからの指示に従い、事業戦略ビジョンの更新作業を行ってくださ

い。 

 

②委員等による事前確認 

更新した事業戦略ビジョンの内容について、委員等が書面で事前確認を行います。この

際、委員等から質問がある場合に対応をお願いする場合があります。 

 

③NEDO委員会当日 

 実施企業等からの技術面・事業面での進捗や課題等に関するプレゼンテーションを実施

し、委員との質疑対応等を行います。 

 

④事後対応 

NEDOから実施企業等に対して、書面等により NEDO委員会の助言やコメントを通知しま

すので、次回モニタリングまでに対応を進めてください。 

 
4 「再委託先等」とは、NEDOからの委託先からの再委託先や共同実施先、又は NEDOからの助成先からの委託先

や共同研究先となります。 

5 事業戦略ビジョンに記載された研究開発責任者、実施計画書に記載された業務管理者／主任研究者、事業面の

取組を推進する責任者等を出席者の目安としてください。 

6 サイトビジット形式や書面形式で開催する場合などについては、NEDOからの指示に従ってください。 

①事業戦略

ビジョンの更新

（１～２か月前）

②委員等による

事前確認

（１か月前）

③NEDO委員会

モニタリング

④開催後の

対応
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＜参考＞技術面のモニタリング項目 

モニタリング項目 記載箇所 

1. 研究開発目標 

 研究開発・社会実装計画で掲げる目標（技術水準）の達成に向けて、実現可能

な解決方法や野心的な KPIを設定しているか 

＜ポイント＞ 

・開発進捗や競争状況の変化等を踏まえ、KPIが引き続き妥当か。 

・技術開発の達成レベルと現状の技術開発レベルが具体的に示され、その差に対応する解決方法に

合理性が認められるか 

2.(1)(2)  

2. 研究開発の進捗度  

 計画に沿って、研究開発計画が進められているか 

＜ポイント＞ 

・KPI、マイルストーンに対しての開発進捗が確認できるか、また実施内容に関する課題はないか 

・進捗度の自己評価や評価理由が妥当か 

2.(2) 

3. 研究開発の見通し 

  社会実装に必要な技術開発（本事業だけでは解決しきれない課題を含む）を行

う上で、残された技術課題の整理がなされており、解決の見通しが立っているか 

＜ポイント＞ 

・マイルストーンの達成に向け、技術面の課題が明確にされており、解決の見通しが立っているか 

【進捗が思わしくない場合】 

・妥当な対策が示されているか 

・本事業だけでは解決しきれない技術課題についても検討がなされているか 

2.(2) 

4.(1) 

4. 技術的優位性 

 当該技術及び解決方法は、独自性・新規性・他技術に対する優位性・実現可能

性等を維持しているか 

＜ポイント＞ 

・独自性・新規性・他技術に対する優位性かつ実現可能性を維持しているか 

・研究開発（技術）におけるリスクを把握し、対処方針が明確にされているか 

2.(2)(5)  

4.(1)  

5. 実施スケジュール・体制 

 目標を実現するために効果的・効率的な実施スケジュール・実施体制で事業を

進められているか 

＜ポイント＞ 

・研究開発スケジュールは目標に対して予定どおりか 

・技術・市場動向などの変化がある場合、適切な体制・役割分担となるよう対応がとられているか 

・プロジェクト内外の連携が明確かつ機能しているか。中小ベンチャー企業の組み込み等について

積極的な検討がなされているか 

2.(3) 

～(5) 
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＜参考＞事業面のモニタリング項目 

モニタリング項目 記載箇所 

1. 市場機会の認識 

 カーボンニュートラル実現に伴う産業構造の変化を予測・分析し、市場機会を

適切に認識できているか。 

＜ポイント＞ 

・社会・経済・政策・技術面等の事業環境の変化を踏まえ、適切に市場機会を認識しているか 

・変化を的確に捉えつつ、セグメント分析とターゲット市場（目標とするシェア・達成時期を含む）

の想定が妥当か 

1.(1)(2) 

2. 社会実装に向けた取組状況 

 研究開発段階から将来の社会実装を見据えた取組が進められているか。 

＜ポイント＞ 

・研究開発・実証段階から将来の社会実装を見据えて、事業化面での具体的な計画・取組がみられ

るか 

・具体的な市場・ユーザー企業とそのニーズ・課題を想定するなど、計画・取組に合理性が認めら

れるか 

・市場を創造・拡大するための標準化や知財等の戦略について、具体的な取組（スケジュール・投

資面等の検討）に落とし込まれるなど、積極的な検討がなされているか 

①海外の標準化や規制の動向を踏まえ戦略が練られているか 

②上記①が練られていない場合、 優位性を保つ他の戦略が練られているか 

1.（6） 

3. ビジネスモデル 

 社会・顧客に対する提供価値のあるビジネスモデルであり、かつ独自性・新規

性・他社に対する優位性・実現可能性・継続性等を有しているか 

＜ポイント＞ 

・自社の強み・弱みや競合との比較、社会・顧客に対する提供価値を的確に認識しているか 

・市場・技術動向の変化を踏まえ、実現可能性のあるビジネスモデルに見直しているか。また、取

引先を含めた国内経済・サプライチェーンへの波及効果が期待できるビジネスデルになっている

か 

・社会実装におけるリスクを把握し、対処方針が明確にされているか 

1.(3)(4)  

4.(1) 

4. 事業化計画・資金計画 

 研究開発から社会実装、その後の競争性の維持・事業拡大に至るまでのスケジ

ュールが立てられており、必要な資金計画や経営資源を有しているか 

＜ポイント＞ 

・研究開発後の事業化に向けた必要な投資計画、投資回収の想定が妥当か 

・適切な資金計画となっているか 

1.(5) 

～(7)  
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（３）NEDO委員会によるステージゲート審査 

国内外の技術潮流や競争環境の変化等を踏まえた事業継続の妥当性を確認する観点から、

基盤技術開発から実証へのステージ移行時など事業進捗の節目となる時点において、ステー

ジゲート審査を実施します。 

ステージゲート審査では、NEDO委員会が各実施案件に対して、あらかじめ設定された審査

時点における技術目標の達成状況を確認し、事業の継続又は中止の判断を行います。 

 

○ステージゲート審査の類型 

本事業では、マイルストーン型、絞込み型の２つのステージゲート審査を行います。絞込

み型のステージゲート審査の実施については、研究開発・社会実装計画の記載に従い、実施

時期等についてNEDOから指示をしますが、これら以外は全てマイルストーン型のステージゲ

ート審査となります。 

 

○ステージゲートの設定 

事業開始時点において、ステージゲート審査の実施時期や技術目標等を設定し、実施計画

書に明記します。 

なお、プロジェクト期間中においても、NEDO委員会や経産省 WGにおける技術潮流や競争

環境等に係る議論を踏まえ、事業継続の妥当性を適切に確認する観点からステージゲート審

査の実施時期や技術目標等について見直しを求める場合があります。 

  

マイルストーン型  事業進捗の節目となる時点において、あらかじめ設定された技

術目標の達成状況を評価し、実施企業等の事業を継続するか中止

するかの判断を行うもの。 

絞込み型 事業開始時点では複数の実施企業等の技術開発を並行して進め

るが、事業期間中の適切な時期において、あらかじめ設定された

技術目標に対する複数の実施企業等の達成状況を一斉に評価し、

達成案件の中から継続案件を選択するもの。 

マイルストーン型 研究開発・社会実装計画における技術目標、実施時期等の例や

実施企業等からの提案内容を踏まえ、事業開始時点において NEDO

と実施企業等の協議の上でステージゲート審査の実施時期や技術

目標等を設定します。 

絞込み型 研究開発・社会実装計画における技術目標、実施時期等の内容

に基づき、事業開始時点において NEDOがステージゲート審査の

実施時期や技術目標等を設定します。 
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○ステージゲート審査の実施 

ステージゲート審査の実施時期に NEDO委員会を開催し、実施企業等から技術目標の達成

状況についてヒアリングを行います。NEDO委員会では、技術目標の達成状況を確認・評価

し、ステージゲート審査結果を出します。 

 

マイルストーン型 NEDO 委員会において設定された技術目標の達成状況を評価し、事

業の継続／条件付継続／中止のいずれかの判断を行います7。 

絞込み型 NEDO委員会において技術開発に取り組む複数の実施企業等の技術

目標の達成状況を一斉に評価し、社会実装の可能性等も踏まえた上

で事業の継続／条件付継続／中止のいずれかの判断を行います。 

 

＜ステージゲート審査結果の区分＞ 

審査結果 基本的な考え方 

継続 
目標を達成している状況や他技術と比較して優位性を有すること

が評価できるため、次のステージに進むことを認めるもの。 

条件付継続 

(次ステージ) 

目標を概ね達成している状況（一部未達の部分は今後達成できる見

込みがあるなど最終的な目標達成等への影響がほとんどない等）や他

技術と比較して優位性を一定程度有することが評価できるため、次の

ステージに進むことは認めるが、未達である目標を達成することや一

部計画の見直し、予算の圧縮等の実施を求めるもの。 

条件付継続 

（現行ステージ） 

目標未達であるが、達成に向けた対処方針等が示され、その内容が

妥当であり目標達成の見込みがあると認められるため、再度ステージ

ゲート審査を実施することを条件として、現行ステージの延長を行う

もの。 

中止 
目標未達であって達成の見込みがないことや他技術と比較しても

劣後していることが認められるため、事業を中止すべきもの。 

 

○ステージゲート審査後の手続 

NEDOから書面等により審査結果を通知しますので、契約延長・交付決定又は中止等の必

要な手続を NEDOの指示に従って進めてください。 

なお、経産省 WGにおいて NEDOが実施したステージゲート審査結果等を報告するため、審

査結果等は NEDOの説明資料等を通じて公開されることになります。 

 
7 ステージゲート審査では、プロジェクトの特性を踏まえ、研究開発・社会実装計画に基づき技術目標以外の事

項も考慮する場合があります。 
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（４）経産省 WGによるモニタリング 

実施企業等の経営面のコミットメントなどの取組状況を確認するため、プロジェクトごと

に経産省 WGが開催されます。 

経産省 WGでは、主要な実施企業等の経営者がプロジェクトの取組状況や今後の展望、事

業推進体制における工夫等について WG委員との対話を行い、経営面のモニタリング項目に

ついて確認を行います。 

 

○開催時期 

経産省 WGによる取組状況の確認等は、事業実施期間中の各事業年度に実施します。 

なお、経産省 WGでは NEDO委員会の結果を報告しますので、経産省 WGの前には NEDO委

員会でのモニタリングを行うことになります。 

 

○主要な実施企業等の経営者の範囲 

・主要な実施企業等について 

原則、国費負担額がプロジェクト内で最大の実施企業（コンソーシアムの場合は幹事会

社）及び国費負担額がプロジェクト全体の 10％以上かつ上位３社程度の実施企業（コン

ソーシアム単位ではなく企業単位）を指標として対象企業等を指定します。ただし、こち

らに該当しない実施企業に対し経産省 WGへの出席を要請する場合もありますので、その

際には経済産業省や NEDOからの指示に従ってください。 

なお、実施企業とコンソーシアムを組んで実施する大学、研究機関等は含まれません

が、大学や研究機関等のみで実施する場合は出席対象となります。 

 

 ・経営者について 

原則として、代表取締役、代表執行役その他代表権を有する者です。 

なお、大学や研究機関等のみで実施する場合の出席者は、研究を担う者が所属する組織

において、体制構築や取組方針の策定について責任を有する者とします。 

 

○開催形式 

経産省 WGは委員会形式で開催されます。主要な実施企業の経営者は、経産省 WGに出席

して WG委員との対話を実施します。WGにおける実施企業からの取組状況の説明は公開と

なります。その他の実施企業8の場合は、書面形式での確認となります。 

 

 

 
8 主要な実施企業等に該当しない実施企業。この中には大学、研究機関等は含まれません（実施企業とコンソー

シアムを組んで実施する大学、研究機関等は経産省 WGの対象外となります）。 
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【経産省 WGまでの流れと概要】 

 

 

①マネジメントシートの提出 

マネジメントシートとは、事業戦略ビジョンの「３．イノベーション推進体制（経営の

コミットメントを示すマネジメントシート）」のことを指します。 

経産省 WG に出席する主要な実施企業を含む全ての実施企業は、NEDO 委員会前の事業戦

略ビジョンの更新作業時において、NEDOからの指示に従って提出してください。 

 

②委員等による書面審査 

マネジメントシートの内容について、WG委員が経営面のモニタリング項目に基づいて

書面審査9を行います。 

この際、WG委員から質問がある場合は対応を求める場合があります。加えて、WG委員

から改善点の指摘に関する意見が出た実施企業については、主要な実施企業に該当しない

場合であっても経産省 WGへの出席を求めることとします。 

 

③経産省 WG当日 

 主要な実施企業の経営者からのプロジェクトの取組状況や今後の展望、事業推進体制に

おける工夫等に関するプレゼンテーションを実施し、WG委員との対話を行います。 

 その後、事前の書面審査の結果等も踏まえ、実施企業に対するプロジェクトの取組状況

や改善点の指摘・中止意見の要否について総合的に議論し、意見をとりまとめます。 

 

④開催後の対応 

実施企業に対して、書面等により経産省 WGからの意見を通知しますので、次回モニタ

リングまでに対応を進めてください。 

モニタリングに用いた事業戦略ビジョンについては、非開示を希望する情報を調整した

上で NEDOホームページにおいて公開します。 

 

 
9 書面審査の前に、実施企業に対し、WG委員との利害関係の確認を実施しますので、NEDOからの指示に従い、作

業を行ってください。 

①マネジメント

シートの提出

（NEDO委員会前）

②委員等による

書面審査

（１か月前）

③経産省WG

における

委員との対話

④開催後の

対応
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＜参考＞経営面のモニタリング項目 

モニタリング項目 記載箇所 

1. 経営者自身の関与 

プロジェクトの監督・指示、報酬評価項目への反映等 

＜ポイント＞ 

・提案時に示された経営コミットメントの内容が守られているか（以下 2.3.共通） 

・時間軸は妥当か（以下 2.3.共通） 

・具体的な取組として、どのようなことを実施されたか（以下 2.3.共通） 

・新しく追加の取組が示されているか 

・カーボンニュートラル全般に対する取組でなく、本 PJに限定して経営者が何を具体的に行ったか 

3.(2) 

2. 経営戦略への位置づけ 

取締役会での決議、中期経営計画・ＩＲ資料・統合報告書等への記載等 

＜ポイント＞ 

・幅広いステークホルダーに情報発信するため、何を具体的に行ったか 

・（GXリーグに参画しているか） 

3.(3) 

3. 事業推進体制の確保 

経営資源（人材・設備・資金等）の投入状況、専門部署の設置等 

＜ポイント＞ 

・着実に社会実装まで繋げるため、何を具体的に行ったか 

・研究開発計画・事業計画の推進に有効な社内体制の構築を継続して実施している 

3.(4) 
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Ⅱ－２．改善点の指摘及び中止決定 

＜約 3、交 28＞ 

（１）WGによる取組状況の確認等の結果によっては、WGは「改善点の指摘」をすることがで

き、事業者において一定期間中に十分な対応が行われていないと判断した場合には、

WG は事業の中止に係る意見を決議し、部会の最終決議を経て、NEDO は事業者に対し

「事業の中止」を決定します。なお、WGが、事業の中止の理由として、技術潮流や国

内外の競争環境の著しい変化、研究開発期間中の著しい経済情勢の変動、天災地変そ

の他不可抗力又は事業開始時点では予見することのできないものであって、事業者の

責任によらない事由があると認めた場合には、事業者に対して「改善点の指摘」や「事

業の中止」に係る意見を出さずに、事業者の希望により事業を中止することができま

す。 

 

（２）NEDOは、WGが「改善点の指摘」を行った場合、事業者に対して必要な指示とともにそ

の「改善点」を通知します。事業者においては、この改善点を踏まえ、目標達成に必要

な事業推進体制等の改善を行ってください。なお、改善点の指摘を受け、WGが、事業

者において十分な対応を行ったと判断するまでは、以下のように概算払請求に制約が

かかりますので注意してください。 

 

  【改善点の指摘以降の概算払請求に係る制約について】 

委託事業 
改善点の通知日の属する事業年度の翌事業年度以降の発生経費を対象

とする請求はできません。 

助成事業 改善点の通知日以降の発生経費を対象とする請求はできません。 

 

（３）WGの判断などを踏まえ、NEDOが「事業の中止」を決定した時点で、事業者に対して当

該事業の中止を通知します。なお、事業の中止にあたり、見直すことになる「事業期

間」は、特段の指示がない場合、委託事業は改善点の通知日が属する年度の年度末日

まで、助成事業は改善点の通知日までとなります。 
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（４）「事業の中止」となった場合、NEDO事業の確定額の算定については以下の記載のとおり

であり、併せて返還額が発生する場合には、NEDOからの請求書に基づき、指定する期

日までに当該金額を返還いただくことになります。 

 

【確定額および返還額】４年度に改善点の指摘、5年度に事業の中止をする場合の例 

委託 

事業 

確定額＝（１～４年度の執行額（※1）） 

－（１～４年度の執行額）×インセンティブ率×（１－目標達成度係数） 

－（４年度の執行額（※1））×（１－インセンティブ率×（１－目標達

成度係数））×返還率(※2） 

（※1）事業に要した当該年度の経費と年度限度額のいずれか低い額。 

（※2）目標達成度、目標困難度及び公共性等を勘案した係数（研究開発・社会

実装計画に定める返還率）。なお、１円未満の端数は切り捨て。 

返還額＝（概算払総額）－（確定額） 

助成 

事業 

確定額＝（１～３年度の執行額（※1）） 

＋（４年度の改善点通知日までの執行額（※2）） 

（※1）事業に要した当該年度の経費と年度限度額のいずれか低い額に補助率を

乗じた額。 

（※2）改善点通知日を助成事業期間の終了日と位置付けるため、改善点通知日

までに支払いが完了した物品購入費、改善点通知日以前の労務費が助成

対象経費となる。当該助成対象経費と年度限度額のいずれか低い額に補

助率を乗じた額。 

返還額＝（概算払総額）－（確定額） 
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（５）委託事業において取得した財産は、原則、事業終了時点で事業者（大学・国研等は除

く）に対して有償譲渡いたしますが、その譲渡価格の算定にあたっては、当該取得財

産の取得価額は、取得価額から取得価額にインセンティブ率を乗じた額に１から目標

達成度係数を減じた数を乗じた額とし、取得日から「事業終了日」まで減価償却など

を考慮して行います。加えて、改善点の通知日が属する事業年度に取得した財産につ

いては、取得価格から取得価格に係数（研究開発・社会実装計画に定める返還率）を乗

じた金額（１円未満の端数は切り捨て）を減じて譲渡価格を算定することとします。

また、事業中止により、事業期間が変更され、結果的に事業期間外で取得されたこと

になる財産は、NEDO事業では取得しなかったものとします。 

 

 

 

 

①：１～３年度に取得した財産 

譲渡価格＝取得価額－（取得価額×インセンティブ率×（１－目標達成度係数）） 

      －（年償却額×経過年数＋年償却額×端数月数÷１２） 

     ≧｛取得価額－（取得価額×インセンティブ率×（１－目標達成度係数））｝×0.05 

 

②：４年度に取得した財産 

  譲渡価格＝｛取得価額－（取得価額×インセンティブ率×（１－目標達成度係数））｝ 

×（１－返還率）－（年償却額×経過年数＋年償却額×端数月数÷１２） 

≧｛(取得価額－（取得価額×インセンティブ率×（１－目標達成度係数））)×（１－返還率）｝×0.05 

 

③：５年度に取得した財産 

     本事業では取得しなかったものとする。 

 

 

 

 

 

 

  

ケースＡ 

①１～３年度に取得し、 

目標達成度係数＝１の場合 

インセンティブ率 

ケースＢ 

①１～３年度に取得し、 

目標達成度係数＝0.5の場

合 

１ インセンティブ率 0.5 

ケースＣ 

②４年度に取得し、 
目標達成度係数＝0 
返還率＝50%の場合 

インセンティブ率 

50% 取得価額 取得価額 取得価額 

委託事業における取得財産の有償譲渡時の譲渡価格（イメージ） 

（４年度に改善点の指摘、5年度に事業の中止をする場合の例） 
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＜参考事例＞４年度に改善点の指摘、5年度に事業の中止をする場合の例 

 

（委託事業の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（助成事業の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

執

行

額 

 

執

行

額 

 

W G に よ る 取 組 状 況 の 確 認 等 

執

行

額 

執

行

額 

 1年度 2年度 3年度 4年度 5年度 

執

行

額 

 

執

行

額 

 6年度 5年度 

確定額 執
行
額 

十分な 対応を 

を確認 

 
4年度 
実績の 
返還額※  

改善点 の指摘 事業の 中止 

執
行
額 

 

執

行

額 

 

執

行

額 

 

執

行

額 

 1年度 2年度 3年度 4年度 5年度 

執

行

額 

 

執

行

額 

 
6年度 5年度 

確定額 執
行
額 

十分な 対応を

確認 

 

改善点 の指摘 事業の 中止 

 

 

※４年度実績の返還額＝（４年度の執行額）×係数 

 係数は、目標達成度、目標困難度及び公共性等を勘案した係数（研究開発・社会実装計画に定める返還率） 

※改善点通知日は助成事業期間の終了日となるため、事業期間終了日（改善点通知日）までに、

事業者において支払いが完了した物品購入費、発生した労務費などが助成対象経費となる。 

※ 

W G に よ る 取 組 状 況 の 確 認 等 
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Ⅱ－３．目標達成度等に応じたインセンティブ措置 

＜約 4、交 29＞ 

野心的な研究開発・社会実装の継続に対するコミットメントを高める観点から本事業では、

目標達成度等に応じて国費負担割合の変動させるインセンティブ措置を導入しています。 

具体的には、委託事業及び助成事業それぞれにおいて、インセンティブ措置の適用対象と

なる実施企業10に以下の対応を行います。 

 

【委託事業】 

委託費からインセンティブ率に応じた金額の支払を留保し、事業終了時点における目標の

達成度に応じて、留保した金額（インセンティブ額）を精算します。 

 

■インセンティブ額の計算式 

インセンティブ額 ＝ 執行額 × インセンティブ率 × 目標達成度係数  

 

執行額 
委託業務の実施に要した経費の総額と契約金額（年度限度

額）とのいずれか低い額 

インセンティブ率 研究開発・社会実装計画に記載されている比率 

目標達成度係数 

本事業で実施する研究開発等に関する目標（2030年目標

等）の達成度に応じた係数。NEDO委員会や経産省WGでの議

論の結果等を踏まえて設定される 

 

（１）インセンティブ額の留保 

各年度の概算払上限額は、当該年度限度額（実績額がその限度額を下回る場合には

実績額）から、その額に研究開発・社会実装計画に定めるインセンティブ率を乗じた

金額（１円未満の端数は切捨て。）を減じた額とします。 

 

（２）目標達成度等の評価 

委託事業の終了時点において、NEDO による社会実装計画の審査や WG での議論を踏

まえ、事業者にインセンティブ額の付与の可否及び目標達成度係数を決定し、実施企

業に通知します。  

 
10 原則として、大学、研究機関等及び再委託先等はインセンティブ措置の適用対象外です。企業以外でインセン

ティブ措置の適用対象となる一部の法人形式の実施者は NEDOからの指示に従ってください。 
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■NEDOによる社会実装計画の審査 

社会実装計画は、本事業による研究開発成果の事業化に向けた取組を示すものとし

て、社会実装に向けて取り組む指標（毎年度の売上高、継続投資額、知財活用数、資金

調達額等）を含む計画11です。 

事業終了時点において、NEDOの指示に従って社会実装計画を提出し、実施企業が社

会実装に向けて取り組む指標等を含めて妥当性が認められるか確認を行います。なお、

社会実装計画の提出ができない場合や内容の妥当性が認められない場合はインセンティ

ブ措置の支払は行われません。 

 

■目標達成度係数の評価 

目標達成度係数は、本事業で実施する研究開発等に関する目標（2030年目標等）の

達成度に応じて、原則として１を上限として設定するものです。 

事業終了時点において、実施企業からの目標達成状況に関する説明等を基に、NEDO

委員会や経産省 WGでの議論等の結果を踏まえて目標達成度係数の評価を行います12。 

 

（３）支払手続 

インセンティブ額が付与される実施企業は、事業終了後の確定検査を経て NEDOから

確定額の通知を受理した後、インセンティブ額を踏まえた精算払の支払請求書（様式

第４－１）を提出してください。当該請求書に基づき NEDOはインセンティブ額の支払

いを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
11 原則、事業戦略ビジョンの内容となります。 

12 委託事業から助成事業に移行する時点においては、ステージゲート目標の達成度をもとに評価を行います。 

なお、当該時点における適切なステージゲート目標が設定されていない、全体の開発が完了していない状況で

あり判断が困難等の事情を踏まえ、助成事業の終了時点に合わせてインセンティブ精算する場合があります。 

負

担

額 

 

負

担

額 

NEDOによる社会実装計画の審査 

負

担

額 
負

担

額 

 1年度 2年度 3年度 4年度 5年度 

負

担

額 

 

イ
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セ
ン
テ
ィ
ブ
額 
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担
額 

インセンティブ額 の支払い決定 

 

N
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DO
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担
額 

事
業
者
負
担
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  負

担
額 

負
担
額 

負
担
額 

負
担
額 

事業者負担額＝執行額×インセンティブ率 

総
負
担
額 

インセンティブ額＝ 

（事業者負担額の総額） 

×（目標の達成度に応じた係数） 

執行額 
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＜研究開発・社会実装計画におけるインセンティブ率の記載イメージ＞ 

 

 

 

 

【助成事業】 

助成事業の終了時点において、目標達成度等に応じて精算したインセンティブ額を原資と

して、新たにインセンティブに係る助成事業の交付決定を行います。 

 

■インセンティブ額の計算式 

インセンティブ額 ＝ 助成対象費用総額 × インセンティブ率 × 目標達成度係数  

 

助成対象費用総額 
助成事業（2030年目標に係る助成事業）の助成対象費用の

総額 

インセンティブ率 研究開発・社会実装計画に記載されている比率 

目標達成度係数 

本事業で実施する研究開発等に関する目標（2030年目標

等）の達成度に応じた係数。NEDO委員会や経産省WGでの議

論の結果等を踏まえて設定される 

 

（１）目標達成度等の評価 

2030年目標に係る助成事業の最終年度の終了時点において、NEDOによる社会実装計

画の審査や WG での議論を踏まえ13、インセンティブ額の付与の可否及び補助率（目標

達成度係数等）を決定し、実施企業に通知します。 

 

（２）交付決定手続（支払手続） 

インセンティブ額が付与される実施企業は、「交付申請書」を NEDO に提出してくだ

さい。この交付申請に基づき NEDOはインセンティブに係る助成事業の交付決定を行い

ます。 

実施企業等は、交付決定通知を受けた後、インセンティブ額を請求するために支払

請求書（様式第１１－１）を NEDOが指定する期日までに提出してください。当該請求

書に基づき NEDOは助成金（インセンティブ額）を事業者に支払います。 
 
 
 

 

13 NEDOによる社会実装計画の審査及び目標達成度係数の評価については委託事業に係る記載を参照。 

研究開発・社会実装計画 

【研究開発項目 2】●●技術の開発  

目標：2025年までに●●を整備 

研究開発内容【委託（企業等の場合はインセンティブ 1/10）】：●●の開発を行う。 
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【インセンティブに係る助成事業】 

事業期間         ：「2030年目標に係る助成事業」の終了時点から３年間 

助成金交付申請額 ：助成対象費用総額×補助率 

（補助率＝インセンティブ率×目標達成度係数） 
 

（３）毎年度のフォローアップ評価 

インセンティブに係る助成事業期間中、実施企業は社会実装計画の内容を毎年度更

新して NEDOに提出します。NEDOは社会実装計画の内容、指標等に関する進捗・達成状

況を確認するフォローアップ評価を実施します。 

この結果を踏まえ、インセンティブに係る助成事業の廃止を決定した場合、実施企

業に対して変更交付決定通知書により通知します。 
 

（４）インセンティブ額の返還 

インセンティブに係る助成事業が廃止となった場合、インセンティブに係る助成 

事業として交付したインセンティブ額について、実施期間に応じて算定した金額分の

返還を求めます。 

この事業の廃止により助成金の返還額が発生する場合には、改めて NEDOから必要な

手続き等を事業者に指示します。 

 

■インセンティブ返還額の計算式 

  インセンティブ返還額 

＝ インセンティブ額 ×（４－事業終了後年数14（1～3年））／3年間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 事業終了後年数 ＝ 廃止の通知日が属する会計年度－インセンティブに係る助成事業の開始年度 
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（インセンティブ率）×（目標の達成度に応じた係数） 
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助成対象費用の総額 

ＮＥＤＯによる社会実装計画の審査 

 

負

担

額 

 

返還額※ 
 

5年度 

5年度 

①2030 年目標に係る助成事業 ②インセンティブに係る助成事業 
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Ⅲ．研究開発資産・知的財産権の取扱い 

Ⅲ－１．委託事業における取得財産の取扱い 

＜特 5＞  

（１）委託事業において、企業・公益法人等が購入し、または製造した取得財産のうち、取得

価額が５０万円（消費税込み）以上、かつ法定耐用年数が１年以上の資産については、

NEDOに所有権が帰属します（業務委託契約約款第 20条第 1項）。NEDOに帰属する取得

財産は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」（昭和３０年法律第１７

９号）第２２条が準用され、処分制限の対象となります。このため、NEDOは委託事業

終了前に事業者から提出される「取得財産の処分に関する確認書」（様式第 21）の内容

を踏まえ、必要に応じて経済産業大臣に対して財産処分の申請等を行った上で、財産

の処分を行う必要があります。 

 

（２）上述の手続を伴うため、委託事業で取得した資産の処分（有償譲渡、NEDOが行う他の

委託事業・助成事業への転用、無償譲渡、廃棄）にあたっては、3ヶ月以上の期間を要

します。前もって処分方法を検討・調整いただき、余裕をもって NEDOに取得財産の処

分に関する確認書をご提出ください。なお、経済産業大臣による承認にあたり条件が

付された場合には、事業者はその条件に従う必要があります。 

 

（３）ステージゲート等の節目において委託事業から助成事業に移行する際、委託事業で取

得した資産を助成事業で引き続き使用する場合は、NEDOに帰属する資産の貸与となり、

NEDOとの間で貸与契約を締結いただきます。本ケースも（２）の資産の処分に該当し

ますので、余裕を持って NEDOまでご連絡ください。 

 

Ⅲ－２．事業者が外国法人の場合の知的財産権 

＜約 6,大 3＞ 

（１）事業者が外国法人（国外大学等を含む）の場合、委託業務の実施により発生した知的

財産権については、NEDO 及び事業者の共有（共有知的財産権）とし、NEDO の持分は、

NEDOの持分と事業者の持分の合計に対し５０％以上とします。なお、この「NEDOの持

分を５０％以上とする」という意味は、知的財産権全体に対する NEDOの持分の割合で

はなく、外国法人の事業者の持分と NEDO の持分の合計に対する NEDO の持分の割合と

します。よって、例えば、NEDOと事業者Ａ社（日本法人）、事業者Ｂ社（外国法人）の

３者で知的財産権を共有する場合、外国法人であるＢ社の持分割合が NEDOの持分割合

を超過しないように持ち分比率を設定してください。 
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【NEDOプロジェクトにおける知財マネジメント基本方針】 

https://www.nedo.go.jp/jyouhoukoukai/other_CA_00002.html 
 

【委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン】 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/IpManag

ementGuidline.html 

 

（２）委託期間及び委託期間終了後の共有知的財産権の出願、登録及び維持に係る費用（出

願等費用）は、事業者が NEDOの持分の出願等費用を、原則負担していただきます。な

お、委託期間中であって、NEDOが認めた場合は、出願に係る費用を委託業務の実施に

要した経費として計上することができます。 

 

（３）事業者が第三者に対して共有知的財産権の利用許諾をする場合には、特別約款様式第

１による共有知的財産の利用許諾申請書を NEDOに提出し、その承認を得る必要があり

ます。一方で、NEDOは共有知的財産権を第三者に対して任意に利用許諾をすることが

できることとします。なお、事業者または NEDOが第三者に対して共有知的財産権の利

用許諾を行う場合は、あらかじめ利用許諾先との間で次に掲げる事項を合意する必要

があります。 
 

①NEDO又は事業者は、共有知的財産権の自己持分を利用許諾先の承認を得ることなく、

放棄できること（ただし、NEDO又は事業者が利用許諾先に対して１年以下の知的財産

権維持義務を負う場合を除く。） 

②利用許諾先が共有知的財産権を自ら利用したことにより生じた一切の責任や損害賠

償から NEDO及び事業者が免責されること  

③利用許諾先の合併、会社分割等の組織再編、事業譲渡、株式譲渡等により、経営環境

又は経営体制に著しい変化が生じた場合に利用許諾契約を解約できること 

 

  【参考】特別約款様式第 1 共有知的財産権利用許諾申請書 

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/ZZRM_100001_00029.html 

 

（４）NEDO が共有知的財産権の NEDO の持分を放棄する場合は、その旨を事業者に通知しま

す。 

 

 

https://www.nedo.go.jp/jyouhoukoukai/other_CA_00002.html
https://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/IpManagementGuidline.html
https://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/IpManagementGuidline.html
https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/ZZRM_100001_00029.html


35 

Ⅳ．その他 

Ⅳ－１．ＮＥＤＯ事業で得られた成果等の情報発信 

＜約 8,大 5,交 9-1-35＞ 

 

■NEDOにおいては、本事業の取組みをわかりやすく発信し、カーボンニュートラルに関す

る投資や行動変容を促していくため、特設サイトを設けて情報発信を行っています。本

サイトでは、個別プロジェクトの内容やモニタリング・評価の結果などを対外的に発信

する他、「ダッシュボード」において関連産業・分野などの動向、事業戦略ビジョンに沿

った企業等の取組状況及びプロジェクトの進捗状況を掲載しています。 

 

 【参考】グリーンイノベーション基金事業特設サイト 

      https://green-innovation.nedo.go.jp/ 

 

■事業者におかれましても、NEDO事業で得られた成果についてホームページ等（NEDO特設

サイトの引用は可能）を通じて、国民に対して分かりやすい形で公開していただくこと

で、当該成果の意義やその目標とともに、社会全体の変革を促すメッセージを積極的に

発信していただくようお願いいたします。 

 

Ⅳ－２．事業化状況報告書の提出、収益納付 

＜交 9-1-20,交 24,交 25＞ 

 

 助成率の異なる後継の 2030年目標に係る助成事業の交付決定がなされた際には、事業化状

況報告書の提出及び収益納付は、後継の助成事業に含めて行うこととします。なお、本事業

の様式 20「事業化状況報告書」は課題設定型産業技術開発費助成金とは内容が異なりますの

で、必ず本事業の様式を使用してください。 

 

 

  

https://green-innovation.nedo.go.jp/
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【調査事業】 

Ⅴ．研究開発事業と共通する事項 

＜調査１、３＞ 

調査事業においても「Ⅰ－２．経済産業省等への情報提供、検査等の立ち合い」、「Ⅰ－３．

契約の相手方の制限」及び「Ⅰ－６．概算払・精算払」が適用されますので、本事務処理補足

マニュアルの各頁をご確認ください。 

 

Ⅵ．調査事業のみ適用する事項 

Ⅵ－１．調査委託費積算基準  

＜調３、積算基準＞ 

グリーンイノベーション基金調査委託費積算基準を適用します。一般的な調査事業との相

違は以下の点です。 

■「Ⅱ．その他経費３．外注費」は使用せず、外注費は「Ⅳ．再委託費・共同実施費」に計

上します。 

■「Ⅲ．間接経費」の算定に用いる間接経費率は、８％または計算式によって算出された率

のいずれか低い率とします。 

■「Ⅳ．再委託費・共同実施費」に計上する外注費、再委託費及び共同実施費の額の合計は、

原則として契約金額の 50％未満とする必要があります。 
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実施計画書の作成・提出方法について 

NEDOプロジェクトマネジメントシステム（PMS）から様式をダウンロードして

実施計画書を作成いただきますが、以下の 2点が通常と取扱いが異なります。 

 

（ア）「項目別明細表」の様式 

実施計画書のうち「項目別明細表」については、NEDO HPに掲載の様式を使用

して作成し、他のファイルと同様に PMSで提出してください。 

実施計画書構成ファイル 提出様式 提出方法 

本文（Word） 

PMSダウンロード様式 
PMSから提出 

研究体制表（Excel） 

積算用総括表（Excel） 

項目別明細表（Excel） HP掲載様式（※） 

(※)「積算用総括表（グリーンイノベーション基金調査事業用）」6.(4)以降のシートを使用してください。 

 

（イ）「外注費」の記入欄 

前述のとおり、外注費は「Ⅳ．再委託費・共同実施費」に計上しますが、シス

テム仕様上、積算総括表における外注費の記入欄が別立てとなっております。 

▼委託先総括表（抜粋） 

 

Ⅲ-３は使わない 

Ⅴに外注費を計上 

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/ZZRM_100001_00029.html
https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/ZZRM_100001_00029.html
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Ⅵ－２．間接経費 

 ＜調３＞ 

（１）間接経費率は、経済産業省の内規を準用し、「８％」または次項の法人種別毎の計算式

によって算出した率のいずれか低い率とします。なお、契約締結時に設定した率を委

託期間中、適用します。（小数点以下第２位を切捨） 

 

間接経費＝直接経費（Ⅰ．労務費＋Ⅱ．その他経費）×間接経費率 

※直接経費には、「再委託費・共同実施費（外注費を含む）」は含みません。 

 

（２）間接経費率の算出にあたっては、契約を締結する事業年度の４月１日時点における最

新のデータを用いてください。また、その算出の基礎となる直近の損益計算書※を実

施計画書と併せて提出していただきますようお願いします。 

※損益計算書を作成していない場合には、株主総会での承認等、法令、定款で定めら

れている所定の手続きを終えた決算書などを提出してください。 

 

（３）新設法人については、間接経費率は「８％」とします。また、企業再編等により再編さ

れた法人については、「８％」または存続会社データを元に下述の計算式によって算出

された率のいずれか低い率とします。 

 

（４）間接経費率は、法人単位毎に１つの率とします。（各事業所別に算出することはできま

せん。）なお、その算出は、本社などの経理担当部署で行い、経理担当責任者等名によ

り「間接経費率計算書」を実施計画書と併せて提出してください。 

 

 【参考】間接経費率計算書（参考雛形）  

     https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/ZZRM_100001_00029.html 

 （３．調査委託事業の手続「参考雛形」欄） 

 

  

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/ZZRM_100001_00029.html
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法人種別毎の間接経費率の計算式 

１．民間企業における計算式 

間接経費率＝（販売費及び一般管理費 - 販売費）÷売上原価×100 

損益計算書から「売上原価」および「販売費及び一般管理費」を抽出し計算します。

ただし、「販売費（販売促進のために使用した経費（例：広告宣伝費、交際費等）」

は、決算書の注記事項等に記載がある場合はその販売費を採用し、記載がない場合

は「販売費及び一般管理費」を「販売費」と「一般管理費」に区分した内訳書の提

出を記載して、その販売費を採用します。 

２．私立大学等における計算式 

間接経費率＝管理費÷事業活動支出の部合計×100 

管理費＝（人件費－教員人件費）＋管理経費 

事業活動収支計算書の消費支出から、「管理費（人件費、教員人件費、管理経費）」

および「事業活動支出の部合計」を抽出し計算します。 

３．国立研究開発法人等における計算式 

間接経費率＝一般管理費÷業務費×100 

損益計算書の経常費用から、「一般管理費」および「業務費」を抽出し計算します。

ただし、「一般管理費」の内訳として、事業に直接従事する者の給与等、未払消費税

額がある場合は、除外します。 

４．公益法人（財団法人・社団法人）における計算式 

間接経費率＝管理費÷事業費×100 

正味財産増減計算書の経常費用から、「管理費」および「事業費」を抽出し計算しま

す。ただし、「管理費」の内訳として、事業に直接従事する者の給与等、未払消費税

額がある場合は除外します。 

５．その他 

その他の受託者においては、上記計算式を参考に適宜、決算書等から該当する費目

を抽出し、計算します。 

 

  



40 

 

間接経費率計算書（民間企業用１） 

委託先 ○○○○株式会社 

 

１．損益計算書 

（単位：××） 

科    目 

第○○期 

自２０○○年○月○日～至２０○○年○月○日 

金    額 百 分 比（％） 

Ⅰ  売上高  1,000,000 100.0 

Ⅱ  売上原価 700,000  70.0 

売上総利益  300,000 30.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．販売費 120,000   

２．一般管理費 50,000 170,000 17.0 

営業利益  130,000 13.0 

Ⅳ 営業外利益    

×××× 10,000 10,000 1.0 

Ⅴ 営業外費用    

×××× 20,000 20,000 2.0 

経常利益  120,000 12.0 

（以下省略）    

 

２．間接経費率計算 

 

売上原価

一般管理費
×１００＝

700,000

50,000
 ×100＝7.142 → 7.1％ 

 

7.1％＜8.0％のため、間接経費率は 7.1％とする。 

 

２０○○年○○月○○日 

○○○○株式会社 

経理部 経理課長 ○○○○ 

 

（注）参考資料として損益計算書を添付のこと。  
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間接経費率計算書（民間企業用 2） 

委託先 ○○○○株式会社 

 

１．損益計算書 

（単位：××） 

科    目 

第○○期 

自２０○○年○月○日～至２０○○年○月○日 

金    額 百 分 比（％） 

Ⅰ 売 上 高  1,000,000 100.0 

Ⅱ 売 上 原 価 700,000  70.0 

売上総利益  300,000 30.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  170,000 17.0 

営 業 利 益  130,000 13.0 

Ⅳ 営業外利益    

× × × × 10,000 10,000 1.0 

Ⅴ 営業外費用    

× × × × 20,000  20,000 2.0 

経 常 利 益  120,000 12.0 

（以下省略）    

注記事項 

（損益計算書関係） 

※１ 販売費に属する費用の割合はおよそ７割であり、一般管理費に属する費用の割合は

およそ３割である。 

 

２．間接経費率計算 

 

売上原価

一般管理費
×１００＝

700,000

0.3×170,000
 ×100＝7.285 → 7.2％ 

 

7.2％＜8.0％のため、間接経費率は 7.2％とする。 

 

２０○○年○○月○○日 

○○○○株式会社 

経理部 経理課長 ○○○○ 
 

（注）参考資料とし損益計算書（注記部分を含む）を添付のこと。 
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間接経費率計算書（民間企業用 3） 

委託先 ○○○○株式会社 

 

１．損益計算書 

（単位：××） 

科    目 

第○○期 

自２０○○年○月○日～至２０○○年○月○日 

金    額 百 分 比（％） 

Ⅰ 売 上 高  1,000,000 100.0 

Ⅱ 売 上 原 価 700,000  70.0 

売上総利益  300,000 30.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  170,000 17.0 

営 業 利 益  130,000 13.0 

Ⅳ 営業外利益    

× × × × 10,000 10,000 1.0 

Ⅴ 営業外費用    

× × × × 20,000  20,000 2.0 

経 常 利 益  120,000 12.0 

（以下省略）    

 

２．間接経費率計算 
 

「販売費及び一般管理費」の内、販売費（除外経費） 

交際費 8,000 

広告宣伝費 79,000 

販売運送費 13,000 

販売手数料 12,000 

合計 112,000 
 

売上原価

一般管理費
×１００＝

700,000

112,000170,000 －
 ×100＝8.285 → 8.2％ 

 

8.2％＞８.0％のため、間接経費率は 8.0％とする。 

 

２０○○年○○月○○日 

○○○○株式会社 

経理部 経理課長 ○○○○ 

（注）参考資料として損益計算書を添付のこと。 
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間接経費率計算書（私立大学等用） 

委託先 学校法人○○○○ 

 

１．事業活動収支計算書 

 

（単位：××） 

科    目 

第○○期 

自２０○○年○月○日～至２０○○年○月○日 

金    額  

（Ａ）人件費 14,000,750,000  

（Ｂ）（控除項目）教員人件費 8,000,250,000  

（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ） 6,000,500,000  

（Ｄ）管理経費 1,250,000,000  

（Ｅ）＝（Ｃ）＋（Ｄ） 7,250,500,000  

（Ｆ）事業活動支出の部合計 21,000,750,000  

 

２．間接経費率計算 

 

   (F)   

   (E)   
×１００＝ 

,00021,000,750

0007,250,500,
 ×100＝34.524 → 34.5％ 

 

34.5％＞８.0％のため、間接経費率は８.0％とする。 

 

２０○○年○○月○○日 

学校法人○○○○ 

事務局 会計課長 ○○○○ 

 

（注）参考資料として、事業活動収支計算書及び受託研究規程により一般管理率が規定されている場

合は、受託研究規程を添付のこと。 
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間接経費率計算書（公益法人用） 

委託先 財団法人○○○○ 

 

１．収支計算書 （消費税 抜き・込み） 

（単位：××） 

科      目 

第○○期 

自２０○○年○月○日～至２０○○年○月○日 

予 算 額 決 算 額 差   異 

Ⅰ 収入の部    

１ 会 費 収 入 30,000,000 28,000,000 ▲ 2,000,000 

２ 事 業 収 入 200,000,000 210,000,000 10,000,000 

３ 雑 収 入 5,000,000 3,500,000 ▲ 1,500,000 

４ 特定預金取崩収入 1,000,000 1,500,000 500,000 

    

当期収入合計 236,000,000 243,000,000 7,000,000 

前期繰越金収支差額 10,000,000 9,800,000 ▲ 200,000 

収 入 合 計 246,000,000 252,800,000 6,800,000 

Ⅱ 支出の部    

１ 事 業 費 173,000,000 173,720,724 720,724 

（内 受託事業費） (50,000,000) (51,700,000) (1,700,000) 

２ 管 理 費 44,600,000 45,820,486 1,220,486 

（内 消費税） (870,000) (1,097,940) (227,940) 

３ 減価償却引当金繰入 5,000,000 8,000,000 3,000,000 

４ 特定預金払出支出 1,000,000 1,500,000 500,000 

    

当期支出合計 224,470,000 230,139,150 5,669,150 

当期収支差額 11,530,000 12,860,850 1,330,850 

次期繰越収支差額 21,530,000 22,660,850 1,130,850 

 

２．間接経費率計算 

事業費

管理費－預り消費税

   

     
×１００＝ 

4173,720,72

1,097,94045,820,486 －
 ×100＝25.743 → 25.7％ 

25.7％＞8.0％のため、間接経費率は 8.0％とする。 

 

２０○○年○○月○○日 

財団法人○○○○ 

総務部 経理課長 ○○○○ 

 

（注）参考資料として収支計算書を添付のこと。 
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Ⅵ－３．履行体制図の提出 

 ＜調２＞ 

委託先は、当該事業年度における再委託先、共同実施先及び外注先に係る履行体制図（押

印不要）を、委託期間の終了日までに、また、複数年度契約の場合には毎年３月３１日ま

でにプロジェクト担当部にメール等で提出する必要があります。 

 

 【参考】特別約款様式第 1 履行体制図  

  https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/ZZRM_100001_00029.html 

  （３．調査委託事業の手続「様式」欄） 

 

 作成にあたっては、様式下部の注釈を確認のうえ、次の点にご留意ください。 

・委託業務に関与する全ての再委託先、共同実施先及び外注先を記載してください。再委

託先・共同実施先からの外注先も記入対象です。 

・税込みの契約金額が 100万円以上の契約先が記載の対象です。複数年度契約の場合には、

契約期間全体の契約金額で記入要否（100万円以上かどうか）を判断し、「契約金額」の

欄には契約期間全体の額に加え、内訳として各事業年度の額を併記してください。 

・「業務の範囲」は仕様書で定める業務との関係性が分かるように記入してください。 

 

 

 

  

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/ZZRM_100001_00029.html
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（特別約款様式第１） 

 

２０○○年度における履行体制図 

 

１．再委託先、共同実施先及び外注先一覧 

事業者名 住所 契約金額(税込み) 業務の範囲 

Ａ 
（再委託先） 

   

Ｂ 
（共同実施先） 

   

Ｃ 
（外注先） 

   

Ｄ 
（外注先） 

   

Ｅ 
（外注先） 

   

Ｆ 
（外注先） 

   

 

 

２．履行体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  契約管理番号 ○○○○○○○○－○ 

 【共同実施先】 

 

△△△株式会社 

□□□大学 

○○○株式会社 

 【委託先】 

 

 【再委託先】 

 
●●●株式会社 

 【外注先】 

 

▲▲▲株式会社 

 【外注先】 

 

 【外注先】 

 
×××株式会社 ■■■株式会社 

 【外注先】 

 

（注）当該事業年度において、委託業務に関与する全ての再委託先、共同実施先及び外注先の事業者名（法人格を含

む）、住所、契約金額（算用数字にて円単位）、業務の範囲（具体的かつ明確）を記載すること。（ただし、税込みの契

約金額が 100 万円未満の場合を除く。） 


